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�愛媛県告示第７４３号
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の３第２項に規定す

る平成２１年度の事業計画及び調査成果のシステム化の実施のための

同年度における事業計画を次のとおり定めた。

平成２１年５月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７４２号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成２１年５月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

県民だより「さわやか愛媛」
の印刷及び新聞折込 １回
約５５０，０００部 １０回（１部
当たりの単価）

愛媛県企画情報部秘書
広報局広報広聴課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

平成２１年４月１日
株式会社愛媛新聞社
愛媛県松山市大手町一丁
目１２番地１

７．４５５円
地方自治法施行令（昭和２２年政令
第１６号）第１６７条の２第１項第２
号の規定による。

調査を行う
者 の 名 称 調 査 地 域 調 査 期 間 摘 要

松 山 市

越智地区
北土居地区
朝生田地区
和泉北地区
土居田地区
針田地区
空港通地区

平成２２年３月３１日まで
〃
〃
〃
〃
〃
〃

地籍調査
〃
〃
〃
〃
〃
〃（概況調査）

宇 和 島 市

百之浦の一部
蛤の一部
大浦の一部
下畑地の一部
岩松の一部

平成２２年３月３１日まで
〃
〃
〃
〃

地籍調査
〃
〃
〃

数値情報化

八 幡 浜 市 日土町の一部
日土町の一部

平成２２年３月３１日まで
〃

地籍調査
数値情報化

新 居 浜 市
瓜生野の一部
高祖の一部
瓜生野の一部、草
原

平成２２年３月３１日まで
〃
〃

地籍調査
〃
〃

西 条 市

飯岡の一部
飯岡、早川の一部
早川の一部
飯岡の一部
飯岡、早川の一部

平成２２年３月３１日まで
〃
〃
〃
〃

地籍調査
〃
〃

数値情報化
〃

大 洲 市

新谷の一部
新谷町の一部
長浜町仁久の一部
長浜の一部
新谷の一部
新谷町の一部
長浜町仁久の一部

平成２２年３月３１日まで
〃
〃
〃
〃
〃
〃

地籍調査
〃
〃
〃

数値情報化
〃
〃

四国中央市

三島中央の一部
三島金子の一部
川之江町の一部
土居の一部
新宮町新瀬川の一
部

平成２２年３月３１日まで
〃
〃
〃
〃

地籍調査
〃
〃
〃
〃

東 温 市
滑川の一部
河之内の一部
明河の一部
河之内の一部

平成２２年３月３１日まで
〃
〃
〃

地籍調査
〃
〃

数値情報化

松 前 町

西高柳の一部
筒井、浜及び西古
泉の一部
筒井及び浜の一部
筒井及び浜の一部

平成２２年３月３１日まで
〃
〃
〃

地籍調査
〃
〃
〃（概況調査）

伊 方 町 伊方地域 平成２２年３月３１日まで 数値情報化

毎週（火・金）曜日発行 第２０６９号 平成２１年５月２９日

平成２１年５月２９日金曜日 第２０６９号

愛 媛 県 報

５３５
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�愛媛県告示第７４４号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１３条第１項の規定に基づ

き、次のとおり肥料登録証の記載事項の変更の届出があった。

平成２１年５月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第７４５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

平成２１年５月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林の所在場所

松山市熊田乙２２９の２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

熊田乙２２９の２（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所

西条市大保木字鳶寄乙８の１、乙８の２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字鳶寄乙８の１・乙８の２（以上２筆について、次の図

に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

３� 保安林の所在場所

西条市丸野字水呑５３６７、５３６８、５３７１から５３７６まで、５３７８の２、

５３７９、５３８０

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字水呑５３６７・５３７１・５３７８の２・５３７９（以上４筆について、

次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４� 保安林の所在場所

西条市荒川字コジキガ谷甲１１の１、甲１３の１、甲１３の２、字

笹ノウ子甲１４の１、甲１４の２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字コジキガ谷甲１１の１・甲１３の１・字笹ノウ子甲１４の１

（以上３筆について次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第７４６号
愛媛県漁業近代化資金利子補給規程（昭和４４年１０月愛媛県告示第８８１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県漁業近代化資金利子補給規程の規定は、平成２１年４月２０日以降に利子補給承認される漁業近代化資金について適用し、同

日前に利子補給承認された漁業近代化資金については、なお従前の例による。

平成２１年５月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

登録番号
生産業者の氏
名又は名称及
び住所

変更前 変更後 変 更
年月日

愛媛県第
１１７２号

全国農業協同組
合連合会
東京都千代田区
大手町一丁目３
番１号

東京都千代田区大
手町一丁目８番３
号

東京都千代田区大
手町一丁目３番１
号

平成２１
年５月
７日

愛媛県第
１１７３号 〃 〃 〃 〃

愛 媛 県 報平成２１年５月２９日 第２０６９号

５３６



改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

漁業近代化資金の種類 利子補給率 漁業近代化資金の種類 利子補給率

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

号ま

で及

び第

１０号

に掲

げる

者（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

掲げ

る融

資機

関が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

号ま

で及

び第

１０号

に掲

げる

者（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

掲げ

る融

資機

関が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

１・２ 省略 １・２ 省略

３ 漁船漁具保管修理

施設、漁業用資材保

管施設、漁船用油水

供給施設、養殖池、

蓄養池、水産種苗生

年１分２

厘５毛

年１

分５

毛

年１

分２

厘５

毛

年６

厘

年６

厘

３ 漁船漁具保管修理

施設、漁業用資材保

管施設、漁船用油水

供給施設、養殖池、

蓄養池、水産種苗生

年１分２

厘５毛

年１

分５

毛

年１

分２

厘５

毛

年６

厘５

毛

年６

厘５

毛

愛 媛 県 報平成２１年５月２９日 第２０６９号

５３７
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産施設、養殖用作業

舎、水産物処理施設、

水産物保蔵施設、水

産物加工施設、製氷

冷凍施設、水産物等

運搬施設、水産物販

売施設又は漁業用通

信施設の改良、造成

又は取得に必要な資

金（漁船の改造、建

造若しくは取得に必

要なもの又は次号若

しくは第５号に掲げ

るものを除く。）

産施設、養殖用作業

舎、水産物処理施設、

水産物保蔵施設、水

産物加工施設、製氷

冷凍施設、水産物等

運搬施設、水産物販

売施設又は漁業用通

信施設の改良、造成

又は取得に必要な資

金（漁船の改造、建

造若しくは取得に必

要なもの又は次号若

しくは第５号に掲げ

るものを除く。）

４～６ 省略 ４～６ 省略

７ 漁村情報処理・通

信施設（有線放送施

設及び有線放送電話

施設を含む。）、漁船

船員臨時宿泊施設、

漁業者研修施設、集

会施設、託児施設、

診療施設、水道施設、

ガス供給施設、下水

道施設、地域休養施

設、漁村広場施設、

漁村センター、生活

安全保護施設、連絡

道又は廃棄物処理施

設の改良、造成又は

取得に必要な資金

同上 年６

厘

年６

厘

７ 漁村情報処理・通

信施設（有線放送施

設及び有線放送電話

施設を含む。）、漁船

船員臨時宿泊施設、

漁業者研修施設、集

会施設、託児施設、

診療施設、水道施設、

ガス供給施設、下水

道施設、地域休養施

設、漁村広場施設、

漁村センター、生活

安全保護施設、連絡

道又は廃棄物処理施

設の改良、造成又は

取得に必要な資金

同上 年６

厘５

毛

年６

厘５

毛

８ 省略 ８ 省略

�愛媛県告示第７４７号
加入区の設定（漁獲共済）（平成１４年１２月愛媛県告示第２０１３号）の一部を次のように改正し、平成２１年６月１日から施行する。

平成２１年５月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

区 域 区 分 区 域 区 分

１～３５ 省略 １～３５ 省略

３６ 戸島区域（うわうみ漁業協同組合の地区の

うち、旧戸島漁業協同組合の地区）

省略 ３６ 戸島区域（戸島漁業協同組合

の地区）

省略

３７ 日振島区域（うわうみ漁業協同組合の地区

のうち、旧日振島漁業協同組合の地区）

省略 ３７ 日振島区域（日振島漁業協同組合

の地区）

省略

３８～４５ 省略 ３８～４５ 省略

愛 媛 県 報平成２１年５月２９日 第２０６９号
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�愛媛県告示第７４９号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第５条第１項の規定により、次

のとおり二級河川を指定する。

平成２１年５月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第７５０号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宇和島市役所において

告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２１年５月２９日

宇和島港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

１工区

宇和島市大浦字長浦甲３番５から甲２５７３番１３に至る間の地先

公有水面

� 区域

次の各地点を順次に結んだ線及び�の地点と�の地点を結ぶ
平成１２年秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋２．１８メートル）における公

有水面と陸地との境界線により囲まれた区域

基点 宇和島市住吉町字住吉山乙７００番８国土地理院「住吉」

四等三角点（北緯３３度１３分３１．８０４秒、東経１３２度３３分２７．８７４秒）

�の地点 基点から真北３３５度１９分４１秒４３１．６６メートルの地

点

�の地点 �の地点から真北３１７度０７分２３秒１２．７３メートル
の地点

�の地点 �の地点から真北２７２度５９分５９秒３８．９３メートル
の地点

�の地点 �の地点から真北１８２度５９分５９秒３５．５０メートル
の地点

�の地点 �の地点から真北２７２度５９分５９秒７５．００メートル
の地点

�の地点 �の地点から真北２度５９分５９秒２２５．００メートルの
地点

�の地点 �の地点から真北９２度５９分５９秒５０．００メートルの
地点

	の地点 �の地点から真北２度５９分５９秒１００．００メートルの
地点


の地点 	の地点から真北９２度５９分５９秒８１．８４メートルの
地点

�の地点 
の地点から真北１７８度３５分５５秒２５．９９メートル
の地点

�の地点 �の地点から真北３１２度５２分５１秒２２．３２メートル
の地点

の地点 �の地点から真北２７２度５９分５９秒１４．７０メートル
の地点

�の地点 の地点から真北１８２度５９分５９秒１１３．４０メートル
の地点

�の地点 �の地点から真北９２度５９分５９秒３２．６０メートルの

�愛媛県告示第７４８号
加入区の設定（特定養殖共済）（平成８年１月愛媛県告示第２３号）の一部を次のように改正し、平成２１年６月１日から施行する。

平成２１年５月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

真珠母貝養殖業 真珠母貝養殖業

加入区の名称 区 域 加入区の名称 区 域

省略

�淵加入区

省略

戸島加入区

日振島加入区

省略

うわうみ漁業協同組合の地区のうち、旧

�淵漁業協同組合の地区

うわうみ漁業協同組合の地区のうち、旧

戸島漁業協同組合の地区

うわうみ漁業協同組合の地区のうち、旧

日振島漁業協同組合の地区

省略

蒋淵加入区

省略

戸島加入区

日振島加入区

省略

蒋淵漁業協同組合

の地区

戸島漁業協同組合

の地区

日振島漁業協同組合

の地区

水系名 河川名
区 間

上 流 端 下 流 端

出海川 出海川放水路 出海川からの分派点 海に至る

愛 媛 県 報平成２１年５月２９日 第２０６９号

５３９
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地点

�の地点 �の地点から真北４４度５９分５９秒２５．９２メートルの
地点

�の地点 �の地点から真北１８７度４０分１６秒５０．３８メートル
の地点

�の地点 �の地点から真北３２３度１１分４０秒２５．１９メートル
の地点

�の地点 �の地点から真北２７２度５９分５９秒５６．７２メートル
の地点

�の地点 �の地点から真北１８２度５９分５９秒１４１．３０メートル
の地点

�の地点 �の地点から真北９２度５９分５９秒３９．３０メートルの
地点

�の地点 �の地点から真北４６度４３分３４秒２８．０２メートルの
地点

	の地点 �の地点から真北１８４度２６分５２秒７．４９メートルの
地点

� 面積

２５，２４０．４１平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１３年２月２３日 愛媛県指令１２港第５２５号

４ しゅん功認可年月日

平成２１年５月２９日

�������
�愛媛県告示第７５１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市朔日市新田土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退

任した旨の届出があった。

平成２１年５月２９日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第７５２号
西条市丹原町土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維

持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法（昭

和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第

６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２１年５月２９日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 西条市丹原町土地改良事業（維持管理）変更計画書の写し

� 西条市丹原町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２１年６月１日から２１年６月２６日まで

３ 縦覧場所

西条市丹原総合支所

�愛媛県告示第７５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年５月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７５４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 藤 田 要 雄 西条市玉津６６６番地の３

〃 真 木 繁 隆 西条市明屋敷５２番地

〃 森 壽 西条市玉津８１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 橋 正 雄 西条市朔日市５５１番地の１

〃 藤 田 要 雄 西条市玉津６６６番地の３

〃 森 壽 西条市玉津８１番地

〃 渡 辺 良太郎 西条市朔日市１８３番地の２

〃 土 野 勝 西条市朔日市１７９番地の２

〃 真 木 繁 隆 西条市明屋敷５２番地

〃 桑 原 幸 治 西条市朔日市２２８番地

〃 高 橋 彦 雄 西条市神拝乙１０２番地の２

監 事 築 山 文 市 西条市玉津６８９番地の３

〃 岡 田 友 吉 西条市朔日市７１７番地

〃 矢 野 勝 西条市朔日市４６番地

〃 寺 川 稔 西条市朔日市９０番地

〃 高 橋 建 樹 西条市朔日市５５１番地１

〃 秋 山 賢 治 西条市朔日市６３１番地３

〃 桑 原 幸 治 西条市朔日市２２８番地

監 事 高 橋 彦 雄 西条市神拝乙１０２番地の２

〃 近 藤 伊都美 西条市玉津６７７番地

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 今治丹原線
今治市古谷甲２１０番１地先から

同市山口甲３０３番３まで
平成２１年５月２９日

愛 媛 県 報平成２１年５月２９日 第２０６９号
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平成２１年５月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７５５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年５月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７５６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２１年５月２９日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県告示第７５７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２１年５月２９日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県告示第７５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年５月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
伊予市三秋字姥ヶ谷甲１１３６番３から

同市三秋字端原甲１３２８番２地先まで

旧 ９．１～２６．４ ０．１９６

新 １５．３～５０．４ ０．１９６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
伊予市三秋字離山丙６番２５４から

同市三秋字端原甲１３２８番２地先まで
平成２１年５月２９日

〃 〃
伊予市三秋字菅谷丙２番７５地先から

同市三秋字泉山乙２６３番１７まで
〃

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２１中建管第１９３－２号

平成２１年５月２０日

東温市下林字八旙原甲２７番、甲４８番、甲５６番３、甲５６番６、甲５７番２、同
市下林字ハ幡原甲５６番７、同市下林字タテワリ丙１８３番１、丙１８３番３、丙
１８４番１、丙１８５番２、丙１８５番６、丙１９６番４、丙１９６番１３、丙１９６番１４、丙
１９６番１６

西条市神拝甲１３０番地の２

株式会社 ファーム

代表取締役 久 門 渡

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２１中局建（開）第７号

平成２１年５月２０日
東温市下林字伽藍甲１３８０番１、甲１３８０番２

東温市下林甲１３６８番地

永 井 大 介

愛 媛 県 報平成２１年５月２９日 第２０６９号
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２１年５月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

�愛媛県告示第７５９号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び南予地方局愛南土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成２１年５月２９日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川菊川水系菊
川 菊川左岸堤防 南宇和郡愛南町御荘菊川１９６４番１地先から南宇和郡愛南町御荘菊川１９６３番１地

先まで
道路管理者 愛南町長
南宇和郡愛南町城辺甲２４２０番
地

二級河川僧都川水系
僧都川 僧都川右岸堤防 南宇和郡愛南町御荘平城３０１９番１地先から南宇和郡愛南町御荘平城２９８８番１地

先まで 〃

〃 〃 南宇和郡愛南町御荘平城２１２０番１地先から南宇和郡愛南町御荘平城２０６２番地先
まで 〃

〃 〃 南宇和郡愛南町御荘平城２０３７番地先から南宇和郡愛南町御荘平城１６２５番２地先
まで 〃

〃 〃 南宇和郡愛南町御荘平城１６２１番２地先から南宇和郡愛南町御荘平城７９０番１地
先まで 〃

〃 〃 南宇和郡愛南町御荘平城３０１９番１地先から南宇和郡愛南町城辺乙５３４番地先ま
で 〃

〃 〃 南宇和郡愛南町城辺乙５４３番地先から南宇和郡愛南町城辺乙５４５番地先まで 〃

〃 僧都川左岸堤防 南宇和郡愛南町城辺甲２３０１番１地先から南宇和郡愛南町城辺甲２３２１番地先まで 〃

〃 〃 南宇和郡愛南町城辺甲２４３２番２地先から南宇和郡愛南町城辺甲２４２７番１地先ま
で 〃

二級河川僧都川水系
長月川 長月川左岸堤防 南宇和郡愛南町城辺乙６２６番地先から南宇和郡愛南町城辺乙５７０番２地先まで 〃

二級河川蓮乗寺川水
系蓮乗寺川 蓮乗寺川右岸堤防 南宇和郡愛南町城辺甲６２０番１地先から南宇和郡愛南町城辺甲６２５番１地先まで 〃

〃 〃 南宇和郡愛南町城辺甲１６０１番地先から南宇和郡愛南町城辺甲２７２２番地先まで 〃

〃 蓮乗寺川左岸堤防 南宇和郡愛南町蓮乗寺２６番１地先から南宇和郡愛南町蓮乗寺２０５番２地先まで 〃

二級河川惣川水系惣
川 惣川左岸堤防 南宇和郡愛南町満倉２６１４番２地先から南宇和郡愛南町満倉２６９６番２地先まで 〃

２ 管理の内容

� 道路専用施設（路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、別図に

茶色で着色したものをいう。以下同じ。）の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、別図に緑色に着色した区域内のものについての維持

� 原則として、道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年５月２９日から道路の存続する日まで

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３８０号
喜多郡内子町寺村１９７５番６から

同町寺村２２７２番まで
平成２１年５月２９日

愛 媛 県 報平成２１年５月２９日 第２０６９号
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土地の売払い

� 売り払う土地の所在地、地目及び地積

所在地 地目 地積

今治市山路字木ノ谷７５９番１ 学校用地 ８７２．６８�

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当しない者であること。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の

規定に該当する者

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力

団」という。）及び警察当局から排除要請がある者

� 入札参加申込書の提出

この一般競争入札に参加を希望する者は、あらかじめ入札参

加申込書を次により提出すること。入札参加申込書の提出のな

い者の入札への参加は認めない。

ア 提出期間

平成２１年５月２９日（金）から６月２５日（木）までの執務時

間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５

分までをいう。）

イ 提出場所

愛媛県総務部管理局総務管理課財産管理グループ

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２２５５

ウ 提出方法

持参又は郵送等（書留郵便又は民間事業者による信書の送

達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定

する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信

書便事業者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち

書留郵便に準ずるものに限る。以下同じ。）により提出する

こと。電送による提出は、認めない。

エ 郵送等による提出の取扱い

郵送等による提出の場合は、平成２１年６月２５日（木）午後

５時１５分までに、イに掲げる場所に必着のこと。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書及び入札参加申込書の交

付場所並びに問い合わせ先

�イに掲げる場所
イ 入札心得書及び入札参加申込書の交付方法

�イに掲げる場所で交付する。
ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成２１年６月１０日（水）午前１１時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成２１年７月１３日（月）午前１１時

� 入札及び開札の場所

愛媛県今治市旭町一丁目４番地９

愛媛県東予地方局今治支局３階第２会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金

を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定代

理金融機関又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をし

た小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付

しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者
に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無

効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規

定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格を

もって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を風俗

営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項

に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用

に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、売り

払う土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地

を第三者に貸してはならない。

イ 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を暴力

団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある

団体等であることが指定されているものの事務所その他これ

に類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを

知りながら、売り払う土地の所有権を第三者に移転し、若し

くは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

ウ ア又はイの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約

金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２１年５月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

土地の売払い

� 売り払う土地の所在地、地目及び地積

愛 媛 県 報平成２１年５月２９日 第２０６９号
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所在地 地目 地積 予定価格

今治市伯方町木浦字福浦甲３９
０８番１ 宅 地 ７８５．７３� １２，８８６，０００円

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当しない者であること。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の

規定に該当する者

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力

団」という。）及び警察当局から排除要請がある者

� 入札参加申込書の提出

この一般競争入札に参加を希望する者は、あらかじめ入札参

加申込書を次により提出すること。入札参加申込書の提出のな

い者の入札への参加は認めない。

ア 提出期間

平成２１年５月２９日（金）から６月２５日（木）までの執務時

間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５

分までをいう。）

イ 提出場所

愛媛県総務部管理局総務管理課財産管理グループ

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２２５５

ウ 提出方法

持参又は郵送等（書留郵便又は民間事業者による信書の送

達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定

する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信

書便事業者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち

書留郵便に準ずるものに限る。以下同じ。）により提出する

こと。電送による提出は、認めない。

エ 郵送等による提出の取扱い

郵送等による提出の場合は、平成２１年６月２５日（木）午後

５時１５分までに、イに掲げる場所に必着のこと。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書及び入札参加申込書の交

付場所並びに問い合わせ先

�イに掲げる場所
イ 入札心得書及び入札参加申込書の交付方法

�イに掲げる場所で交付する。
ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成２１年６月１０日（水）午後２時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成２１年７月１３日（月）午後２時

� 入札及び開札の場所

愛媛県今治市旭町一丁目４番地９

愛媛県東予地方局今治支局３階第２会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金

を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定代

理金融機関又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をし

た小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付

しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者
に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無

効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規

定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格を

もって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を風俗

営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項

に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用

に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、売り

払う土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地

を第三者に貸してはならない。

イ 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を暴力

団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある

団体等であることが指定されているものの事務所その他これ

に類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを

知りながら、売り払う土地の所有権を第三者に移転し、若し

くは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

ウ ア又はイの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約

金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２１年５月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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公文書の公開の実施状況

平成２０年度の公開請求等に対する公文書の公開の実施状況の概要

を次のとおり公表する。

平成２１年５月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公文書の公開の請求等及び処理の状況

（単位：件）

区 分
請求等の
件 数

処 理 の 状 況
取 下 げ

公 開 部分公開 非 公 開

公開請求等
７６４
（５７）

４２９
（４１）

２０６
（６）

１００
（３）

２９
（７）

公開申請等
７
（３）

１
（１）

５
（２）

０
（０）

１
（０）

計
７７１
（６０）

４３０
（４２）

２１１
（８）

１００
（３）

３０
（７）

注１ 公開請求等とは、愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号。以
下「条例」という。）に基づく公開請求及び公開申出をいう。
２ 公開申請等とは、条例附則第３項ただし書の規定によりなおその効力を
有するものとされている愛媛県情報公開要綱（平成５年１０月愛媛県・愛媛
県公営企業管理局・愛媛県教育委員会・愛媛県選挙管理委員会・愛媛県人
事委員会・愛媛県監査委員・愛媛県地方労働委員会・愛媛県収用委員会・
愛媛海区漁業調整委員会・愛媛県内水面漁場管理委員会告示第１２５５号。以
下「要綱」という。）に基づく公開申請及び公開申出をいう。
３ （ ）内は、公開申出の件数であり、いずれも内数である。

２ 公文書の公開の請求等の実施機関別内訳

（単位：件）

実 施 機 関 公開請求等件数 公開申請等件数

総 務 部 ５６ １

企 画 情 報 部 ６ ０

知 県 民 環 境 部 ３２ ０

保 健 福 祉 部 １０４ ０

経 済 労 働 部 ２７ ０

農 林 水 産 部 ２０ １

事 土 木 部 １７９ ２

出 納 局 １ ０

小 計 ４２５ ４

議 会 ３

公 営 企 業 管 理 者 １４ ０

教 育 委 員 会 ２７５ ０

選 挙 管 理 委 員 会 ２０ ３

人 事 委 員 会 ２ ０

監 査 委 員 ４ ０

公 安 委 員 会 ２

警 察 本 部 長 １９

労 働 委 員 会 ０ ０

収 用 委 員 会 ０ ０

海区漁業調整委員会 ０ ０

内水面漁場管理委員会 ０ ０

合 計 ７６４ ７

３ 公文書の公開の請求等の主な内容

（単位：件）

請 求 等 の 主 な 内 容 公開請求等件数 公開申請等件数

教科書関係文書 １２８ ０

公益法人等の決算書類 １０１ ０

道路等図面関係 ８３ ２

建築計画概要書 ５５ ０

名簿関係 ４４ １

４ 公文書公開請求者等別の内訳

� 平成２０年４月１日から同年１０月１６日まで

（単位：件）
公 開 請 求 者 等 の 区 分 公開請求等件数 公開申請等件数

� 県内に住所を有する者 ２７５ ０

� 県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人
その他団体

１９７ １

� 県内の事務所又は事業所に勤務する者 ０ ０

� 県内の学校に在学する者 ０ ０

� �から�までに掲げるもののほか、実施機関が
行う事務又は事業に利害関係を有する個人及び法
人その他団体

０ ０

� �から�までに掲げるもの以外のもの ５７ ３

� 平成２０年１０月１７日から平成２１年３月３１日まで

（単位：件）

公 開 請 求 者 等 の 区 分 公開請求件数 公開申請件数

県内に住所を有する者又は事務所若しくは事業所を
有する個人及び法人その他団体

１７３ ２

その他のもの ６２ １

５ 不服申立て等の状況

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２１年５月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２１年５月１５日 特定非営利活動法人
えひめ盲ろう者友の会 高 橋 信 行 松山市久万ノ台５９４番地５ 本会は、視覚障害と聴覚障害を併せ持つ者（以

下「盲ろう者（児）」という。）の社会参加を
支援するとともに、住民に対し、盲ろう者（児）
へのボランティア活動の知識・技能を広め、活
動参加の機会を提供することにより、盲ろう者
（児）が安心して参加できる社会作りを促進す
ることを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２１年５月１５日 特定非営利活動法人
共同連えひめ 白 石 勇 松山市上野町甲７３４番地の１４ この法人は、障害児・者の教育・生活・労働権

の確立をめざし、障害のある人ない人の統合教
育、共同事業所づくりを推し進め、あらゆる差
別を克服し、真の共生社会の実現に寄与するこ
とを目的とする。
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人事委員会規則

� 不服申立て

（単位：件）

不服申立て件数 処 理 の 状 況

１９年度
からの
繰 越
件 数

２０年度
不 服
申立て
件 数

裁 決 又 は 決 定

審理中 取下げ却 下 棄 却 一 部
認 容

認 容

１ ０ １

注 不服申立てとは、公文書の公開請求に対する決定について、行政不服
審査法（昭和３７年法律第１６０号）に基づく不服申立てをいう。

� 不服申出

実績なし

�������
�公 告

個人情報の開示等の実施状況

平成２０年度の開示請求等に対する個人情報の開示等の実施状況の

概要を次のとおり公表する。

平成２１年５月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 個人情報取扱事務の登録件数

（単位：件）
実 施 機 関 ２０年度末件数

総 務 部 ６９

企 画 情 報 部 ２９

知 県 民 環 境 部 １６０

保 健 福 祉 部 ４５６

経 済 労 働 部 ８４

農 林 水 産 部 １９７

事 土 木 部 １２９

出 納 局 １０

小 計 １，１３４

議 会 １３

公 営 企 業 管 理 者 １６

教 育 委 員 会 １７１

選 挙 管 理 委 員 会 ２０

人 事 委 員 会 ４

監 査 委 員 ５

公 安 委 員 会 ６

警 察 本 部 長 １６２

労 働 委 員 会 ４

収 用 委 員 会 １１

海区漁業調整委員会 ２

内水面漁場管理委員会 １

合 計 １，５４９

２ 個人情報の開示請求の状況

� 書面による開示請求

（単位：件）

実施機関
請 求 の
件 数

処 理 の 状 況
取 下 げ

開 示 部分開示 非 開 示

知 事 １０ ５ ５ ０ ０

公営企業
管 理 者 ３０ ２４ ６ ０ ０

教 育
委 員 会 ４３ ４３ ０ ０ ０

監査委員 １ １ ０ ０ ０

警 察
本 部 長 ９ ０ ７ ２ ０

合 計 ９３ ７３ １８ ２ ０

注 他の実施機関については、実績なし。

� 口頭による開示請求

（単位：件）
実 施 機 関 請求の件数

総 務 部 ２０

知 県 民 環 境 部 ８

事 保 健 福 祉 部 ９９

小 計 １２７

教 育 委 員 会 ７，４５４

人 事 委 員 会 １６２

警 察 本 部 長 ２，５１７

合 計 １０，２６０

注１ 「口頭による開示請求」とは、実施機関があらかじめ定めた個人情
報について、口頭により開示請求できるものであり、請求があった場
合は、原則開示するものである。
２ 他の実施機関については、実績なし。

３ 個人情報の訂正請求の状況

実績なし

４ 個人情報の利用停止請求の状況

実績なし

５ 不服申立ての状況

実績なし

�愛媛県人事委員会規則１３－１６１
愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年５月２９日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則（愛媛県人事委員会規則１３－１７）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係）

委託地

方公共 機 関 職

委託地

方公共 機 関 職
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団体 団体

上島町 省略 上島町 省略

町長

部局

本庁 課長 会計管理者 総務課長補佐

総務課庶務係長

町長

部局

本庁 課長 総務課長補佐

総務課庶務係長

省略 省略

省略 省略

久万高

原町

省略 久万高

原町

省略

町長

部局

本庁 課長 会計管理者 総務課

班長（人事又は予算を担当するも

のに限る。）

町長

部局

本庁 課（室）長 会計管理者 総務課

班長（人事又は予算を担当するも

のに限る。）

省略 省略

省略 省略

松前町 省略 松前町 省略

町長

部局

本庁 部長 課長 会計管理者 総務課

長補佐 財政課長補佐 （予算

を担当するものに限る。） 総務

課職員係長 財政課財政係長

町長

部局

本庁 課長 会計管理者 総務課

長補佐 企画財政課長補佐（予算

を担当するものに限る。） 企画

財政課財政係長 総務課職員係長

省略 省略

省略 省略

砥部町 省略 砥部町 省略

町長

部局

本庁 課長 会計管理者 総務課長補佐

企画財政課長補佐 総務課総務

管理係長 企画財政課財政係長

町長

部局

本庁 課（室）長 総務課長補佐

監理財政課長補佐 総務課職員

係長 監理財政課財政係長

省略 省略

教育

委員

会

事務局 教育長 事務局長 教育

委員

会

事務局 教育長 課長

教育

機関

省略 教育

機関

省略

文化

会館

館長

省略 省略

省略 省略

松野町 省略 松野町 省略

町長

部局

本庁 課長 会計管理者 出納室長 総

務課長補佐 総務

課人事係長 総務課財政係長

町長

部局

本庁 課長 会計管理者 出納室長 総

務課長補佐 財政課長補佐 総務

課人事係長 財政課財政係長

省略 省略

教育

委員

会

事務局 教育長 課長 教育

委員

会

事務局 教育長 課（室）長

省略 省略

省略 省略

省略 省略

備考 省略 備考 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

平成２１年５月２９日 発行
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